
甲府市内のインターンシップに
参加される方（大学生など）へ

甲府市インターンシップ

交通費助成金

助成金の対象となる要件は？

・山梨県外に住んでいること。

・甲府市内事業所において休憩時間を除き１日６時間以上かつ５日間以上の
インターンシップに参加すること。
・インターンシップを受け入れた事業者からインターンシップ参加証明書の発行を
受けていること。（証明書の様式はホームページにて公開）

助成金額は？

インターンシップの参加１回につき、一律１万円が支給となります。

対 象 者 は ？

山梨県外に住んでいる学生等で

甲府市内の事業所でインターンシップに参加する方が対象です。

申請期間は？

・令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで。

・インターンシップの参加後にオンラインで
申請してください。

詳しくは
甲府市ＨＰをご覧ください

甲府市 企業立地雇用推進課（本庁舎８階）

〒400-8585 甲府市丸の内１丁目１８－１
０５５－２３７－５７３６

お問い合わせ

一律10,000円一律10,000円
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